
○
総
務
省
令
第
九
十
四
号

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員

災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
十
五
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

相
当
の
期
間
に
わ
た
つ
て
継
続
的
に
行
う
長
時
間
の
業
務
そ
の
他
血
管
病
変
等
を
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
業

八

相
当
の
期
間
に
わ
た
つ
て
継
続
的
に
行
う
長
時
間
の
業
務
そ
の
他
血
管
病
変
等
を
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
業

務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
狭
心
症
、
心
筋
梗
塞
、
心
停
止
（
心
臓
性
突
然
死
を
含
む
。
）
、
心
室
細
動
等

務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
狭
心
症
、
心
筋
こ
う
そ
く
、
心
停
止
（
心
臓
性
突
然
死
を
含
む
。
）
、
心
室
細

の
重
症
の
不
整
脈
、
重
篤
な
心
不
全
、
肺
塞
栓
症
、
大
動
脈
解
離
、
く
も
膜
下
出
血
、
脳
出
血
、
脳
梗
塞
又

動
等
の
重
症
の
不
整
脈
、
肺
そ
く
栓
症
、
大
動
脈
り
ゆ
う
破
裂
（
解
離
性
大
動
脈
り
ゆ
う
を
含
む
。
）
、
く

は
高
血
圧
性
脳
症
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

も
膜
下
出
血
、
脳
出
血
、
脳
血
栓
症
、
脳
そ
く
栓
症
、
ラ
ク
ナ
こ
う
そ
く
又
は
高
血
圧
性
脳
症
及
び
こ
れ
ら

に
付
随
す
る
疾
病

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


